
協会けんぽにご加入の皆様（水色の健康保険証をお持ちの方）に大切なお知らせです。

協会
けんぽの

保険料率が

変わります。

昨年春には保険料率の大幅な引上げ（８.１９％→９.３３％）を

お願いせざるを得ませんでした。その後も保険料収入が落ち

込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政は依然

として厳しく、また現在抱えている累積赤字を着実に解消する

必要があることから、平成２３年度の健康保険料率を見直さ

ざるを得ない状況となりました。加入者の皆様の医療保険制

度を支えるため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料に介護保険料が加わります。

健康保険料率
現行 全国平均９.３４％

９.３３％

本年３月～ 全国平均９.５０％

９.５０％

介護保険料率
現行

１.５０％

本年３月～ 全国一律全国一律

１.５１％

平成２３年３月分保険料（４月納付分）からの改定です。（※任意継続被保険者は平成２３年４月分から改定です。）

保険料率
の上昇を
抑制する
には…

ジェネリック
医薬品の
利用

年に１度は
健診で

健康チェック

健康保険証
の正しい
利用

健康の

保持・増進

扶養家族

の再確認

保険医療機関等にかかる際
には、健康保険証を窓口で
提示しましょう。また、業務上
の病気やケガについては健康
保険が使えません。

適度な運動、バランスのと
れた食事により、健康を保
持、増進しましょう。

扶養認定要件を満たしているかを
定期的に再確認させていただきます。

薬代の負担を軽減できるジェネリック
医薬品の使用を促進しています。

薬代が３割～５割程度軽減できる
場合があります。

※詳しくは、かかりつけの医師・薬剤師に
おたずねください。

加入者の皆様の健康を守るため、
健診の実施や保健指導の取組み
を行なっています。

病気の早期発見・早期治療

全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部
〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 カラスマプラザ２１ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

医療分の支出のうち約５９％が加入者の皆様への保険給付に、約３８％が高齢者の方など他の医療保険制度の

支援金などに使われています。

医療給付（５３.３％）
後期高齢者支援金

（１９.２％）

そ
の
他

保険給付費（５８.６％） 支援金・納付金等（３８.４％） その他

現金
給付

（５.３％）

前期高齢者支援金
（１５.４％） (３.８％)

そ
の
他

拠
出
金

借
入
金

償
還

(０.８％)

■平成23年度保険料率算定のための支出内訳（国庫補助を除く）

加入者の皆様が保険医療機関を受診
した場合などに、自己負担分以外の医
療費を保険から支払うための費用です。
医療費の増加により、医療給付費も増
加しています。

病気で働けない場合の
休業補償（傷病手当
金）や出産費用（出産
育児一時金）などを給
付するための費用です。

後期高齢者医療制
度の財源として、保
険料の中から決め
られた支援金を拠
出しています。

若年者の多い協会けんぽや健
康保険組合などから、前期高
齢者（６５～７４歳）の多い国民
健康保険へ納付金を出し、医
療費負担を調整しています。

業務経費
や一般管
理費など

※


